
酒
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
新
旧
対
照
表

改

正

後

改

正

前

（
連
続
式
蒸
留
焼
酎
の
着
色
料
）

（
連
続
式
蒸
留
焼
酎
の
合
成
着
色
料
）

第
三
条

令
第
三
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
着
色
料
は
、

第
三
条

令
第
三
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
合
成
着
色
料

食
品
衛
生
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
二
十
三
号
）
別
表
第
一
に
掲
げ

は
、
食
品
衛
生
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
二
十
三
号
）
別
表
第
一
に

る
食
用
黄
色
四
号
及
び
食
用
黄
色
五
号
と
す
る
。

掲
げ
る
食
用
黄
色
四
号
及
び
食
用
黄
色
五
号
と
す
る
。

第
十
七
条

令
第
五
十
六
条
第
三
項
第
四
号
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
と
き
は
、

第
十
七
条

令
第
五
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
と
き
は
、
次
の
各

次
に
掲
げ
る
と
き
と
す
る
。

号
に
掲
げ
る
と
き
と
す
る
。

一

香
味
、
色
沢
そ
の
他
の
性
状
が
ウ
イ
ス
キ
ー
又
は
ブ
ラ
ン
デ
ー
に
類
似
す
る
ス
ピ

一

香
味
、
色
沢
そ
の
他
の
性
状
が
ウ
イ
ス
キ
ー
又
は
ブ
ラ
ン
デ
ー
に
類
似
す
る
ス
ピ

リ
ッ
ツ
を
移
出
し
よ
う
と
す
る
と
き
（
法
第
五
十
条
第
一
項
第
四
号
又
は
令
第
五
十

リ
ッ
ツ
を
製
造
し
よ
う
と
す
る
と
き
（
法
第
五
十
条
第
一
項
第
四
号
に
該
当
す
る
場

六
条
第
三
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
。

合
を
除
く
。
）
。

二

省

略

二

同

上

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
七
条
の
改
正

規
定
及
び
次
項
の
規
定
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

改
正
後
の
酒
税
法
施
行
規
則
第
十
七
条
第
一
号
の
規
定
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
以

後
に
酒
類
（
酒
税
法
施
行
規
則
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
酒
類
を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）
の
製
造
場
か
ら
移
出
さ
れ
る
ス
ピ
リ
ッ
ツ
（
酒
税
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
六

号
）
第
三
条
第
二
十
号
に
規
定
す
る
ス
ピ
リ
ッ
ツ
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て

適
用
し
、
同
日
前
に
酒
類
の
製
造
場
か
ら
移
出
さ
れ
た
ス
ピ
リ
ッ
ツ
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。


